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項番 現行マニュアル 改定マニュアル案 備考

現行マニュ
アル 4.3

改定マニュ
アル 第2編
第2部4

4.3  需要予測の実施

費用便益分析の利用者便益の計測は、需要予測結果を基に対象
事業のwithケース、withoutケースを用いた消費者余剰分析を基
本とする。また、供給者便益の計測も需要予測結果が基本となる。

従って、便益計測上需要予測は極めて重要であり、対象事業の特
性に応じて需要予測手法のあり方を検討する必要がある。

需要予測の実施にあたっては、本マニュアルでは、具体的な需要
予測手法等を特に定めないが、「国内航空需要予測の一層の精度
向上について」（平成13年12月 国土交通省航空局）に十分留意
する必要がある。

また、需要予測は、供用開始から評価期間末までの各年度を対象
に実施されることが望ましいが、供用直後、需要安定期といった
2つ以上の時点において需要予測を行い、その間は補完する等の

方法も考えられる。この場合、需要安定期については、各々の空
港特性、社会経済動向等を勘案した上で設定する必要がある。

なお、事後評価においては、社会経済指標と実績値との相関関係
等から簡易的に需要予測を実施することも考えられる。

4. 需要予測の実施

費用便益分析の利用者便益の計測は、需要予測結果を基に対象
事業のwithケース、withoutケースを用いた消費者余剰分析を基
本とする。また、供給者便益の計測も需要予測結果が基本となる。

従って、便益計測上需要予測は極めて重要であり、対象事業の特
性に応じて需要予測手法のあり方を検討する必要がある。

需要予測の実施にあたっては、本マニュアルでは、具体的な需要
予測手法等を特に定めないが、「航空需要予測の改善について
（国内航空旅客）」（平成22年11月国土交通省航空局・国土技術政

策総合研究所公表）や交通政策審議会航空分科会基本政策部会
首都圏空港機能強化技術検討小委員会（平成25年11月国土交通

省航空局公表）で示された四段階推計法に基づく航空需要予測
手法、並びに国により最新の航空需要予測手法が公表された場
合には、それらの内容に留意する必要がある。なお、事業の特性
によっては、例えば離島における空港整備事業のように、上記に
示された需要予測手法の適用が困難な場合があることにも留意
するものとする。

また、需要予測は、供用開始から評価期間末までの各年度を対象
に実施されることが望ましいが、供用直後、需要安定期といった
2つ以上の時点において需要予測を行い、その間は補完する等の

方法も考えられる。この場合、需要安定期については、各々の空
港特性、社会経済動向等を勘案した上で設定する必要がある。

なお、事後評価においては、社会経済指標と実績値との相関関係
等から簡易的に需要予測を実施することも考えられる。

現行マニュアル
には国総研・航
空需要予測手法
では対応が比較
的困難な離島航
空路の航空需要
や就航率向上等
に伴う航空需要
変化の予測方法
について記載が
ない。

需要予測の実施（p２０）

1

OK

なお、文章ロジックがおかし
い、定めていないのに・・・

尚書き以降が不要ではない
か。
→緑字修正済み



項番 現行マニュアル 改定マニュアル案 備考

現行マニュ
アル5.1.1

改定マニュ
アル 第2編
第2部5.1.1

5.1.1  利用者便益の基本的計測方法

空港整備事業によって発生する利用者便益の計測には、前述のとおり需要予測
結果を用いた消費者余剰分析を適用する。具体的には、ODまずODペア毎に利用
者便益を計測した後、これらを全てのODペアで足し合わせたものを、事業によっ
て発生する全体の利用者便益とする。

ここでODペア毎の利用者便益は、当該ODペアに存在する各経路に注目し、経路
毎に計測する（方法1）。但し、需要予測にロジットモデルを用いている場合には、
複数の経路を1つの単位にまとめた計測が可能となる（方法2）。

（1） 方法1

1） 利用者便益の計測方法

withoutケース（空港整備無）及びwithケース（空港整備有）についての需要予測結
果を基に、式．5．1に示す経路毎の消費者余剰分析により利用者便益を計測する。

𝑈𝐵 = σ𝑖,𝑗σ𝑘
1

2
𝑄𝑖𝑗𝑘

0 +𝑄𝑖𝑗𝑘
1 𝐶𝑖𝑗𝑘

0 − 𝐶𝑖𝑗𝑘
1 （式5.1）

～中略～

（2） 方法2

1） 利用者便益の計測方法

ロジットモデルを用いて需要予測を行っている場合には、需要予測との整合性を
確保する観点から、原則として式．5．4に示す消費者余剰分析により利用者便益
を計測することが望ましい。

𝑈𝐵 = σ𝑖,𝑗
1

2
𝑄𝑖𝑗

0 + 𝑄𝑖𝑗
1 𝐶𝑖𝑗

0 − 𝐶𝑖𝑗
1 （式5.4）

5.1.1  利用者便益の基本的計測方法

（同左）

（1） 方法1

1） 利用者便益の計測方法

（同左）

～中略～

（2） 方法2

1） 利用者便益の計測方法

（同左）

現行マニュアルでは
2つの計測方法（方
法1／方法2）が記載

されているが、両者
の使い分けの考え
方、条件などが記載
されておらず、実務
担当者が判断に迷
うことがある。

改定マニュ
アル 付録8

（記載なし） 付録X. 利用者便益の2つの基本的計測方法の使い分け

本マニュアルでは、利用者便益の基本的計測方法として、2つの計測方法（方法1

／方法2）を掲載している。

《利用者便益の2つの基本的計測方法》

方法1：ODペア毎の利用者便益を、当該ODペアに存在する各経路に注目し、経路
毎に計測する方法。式．5．1に示す経路毎の消費者余剰分析により利用者便益を
計測する。

方法2：需要予測にロジットモデルを用いている場合に、ODペア毎の利用者便益
を、複数の経路を1つの単位にまとめて計測する方法。原則として式．5．4に示す
消費者余剰分析により利用者便益を計測することが望ましい。

《使い分けの考え方》

需要予測にロジットモデルを用いている場合には、原則として方法2を適用するこ

とが望ましい。但し、ロジットモデル（選好接近法）により導出されたパラメータの
適用に課題がある場合（例えば、費用パラメータが統計的に有意ではない場合や、
時間パラメータを費用パラメータで除して導出される時間価値が極端に高い又は
低い場合など）は、その理由を明らかにした上で方法１を適用してもよい。

需要予測にロジットモデルを用いていない場合や、需要予測に適用したロジット
モデルと利用者便益計測を連動させることが困難な場合（滑走路新設・延長等に
より容量制約が緩和する場合で、withoutケースとwithケースで一般化費用が変化
しない場合など）には、方法1を適用してもよい。

2つの計測方法（方
法1／方法2）の使い

分けの考え方、条件
などを改めて整理し、
付録への記載を検
討する。

利用者便益の基本的計測方法（p２１）

2

容量制約ある／なしでの違
いとの関係
過去事例との関係要確認
→説明を追加する。

方法１と方法２の違い、使い分けについて
⚫ 同じOD内で各交通機関・経路のLOSは変化しないが、需要が

withの経路とwithoutの経路で異なる場合（具体的には空港に

容量制約をかける場合）は方法１、そうでない場合は方法１と
方法２いずれでも理論上問題ない（方法２の方が簡便）

⚫ 例えば、本件であれば丘珠の整備によって、丘珠の利便性が
上がり、東京⇔札幌間というOD間の丘珠利用による費用が

減少するという便益を計測するだけなら方法１でも方法２で
も可。

⚫ →方法１であれば、withで丘珠利用、withoutで丘珠から奪われ

た経路（これを特定する必要あり）の一般化費用が出るので、
その差を算定し、交通量を乗じれば計測される。

⚫ 方法２であれば、東京‐札幌間というOD間でwithの丘珠利用
と、withoutの丘珠利用しない場合で、一般化費用が出るので、
その差を算定し、交通量を乗じれば計測される。

⚫ 一方で、容量制約について計測する場合、同じODでもwithと
withoutでLOSが変化しない（容量制約によって新千歳空港や
丘珠空港それぞれの利便性は同じ）。

⚫ →よって、方法2だとwithとwithoutにおいて、東京‐札幌間とい
うOD間で一般化費用の差が出ない。

⚫ このため、方法１でwithを丘珠利用、withoutを鉄道？’（新千歳
空港の容量制約があって、丘珠がない場合に東京‐札幌間を

移動する場合の経路）の一般化費用の差を出し、それに交通
量を乗じて便益を計測する。

⚫ このときの、計測の仕方が式５．５を使用するか、式５．１を使
用するかで、少し値が変わる可能性はあるかもしれないが、理
論上はどちらの方法で計測しても大きく変わらない可能性が
ある。

１．方法１と方法２の整理

定義の違いにより計算方法は異なりますが、優劣はない認識で
す。
〇方法１
定義：経路別に便益を計算する。
対象：一般化費用が変化しない経路は便益がゼロ

例えば航空事業の評価の場合、鉄道の交通サービスは不変な
ので便益がゼロとなるため結果的に航空のみが対象
WITHOUTの定義：WITHが新経路の場合、WITHOUTの経路を
設定する必要がある。
（需要予測結果からWITHOUTの経路を設定して便益計算を行
う）
パラメータ：経路選択モデルのパラメータ（効用値）を活用
〇方法２
定義：（経路を集約した）OD別に便益を計算する。
対象：OD別のため全機関が対象
WITHOUTの定義：WITHOUTも何らかの移動手段があるため、
個別設定は不要
パラメータ：機関選択モデルのパラメータ（効用値）を活用

２．航空で方法１をとる理由

今回の丘珠の事例もそうですが、容量制約が重要となる場合が
多いです。容量制約処理は通常の需要予測の後処理として実施
されます。（一般化費用の変化によって需要が変化するものでは
ありません）そのため、一般化費用に変化がなくても需要が変化
する場合があります。その結果、方法２では一般化費用差がゼロ
のため、便益もゼロとなります。一方、方法１ではWITHOUTの経

路を明示するため、一般化費用差が生じます。上記から容量制
約緩和を評価するためには方法１の方が使いやすいです。

３．鉄道で方法２をとる理由
方法１ではWITHOUTの経路を設定する必要があります。特に整

備新幹線を評価する場合、新たな経路であるため、上記が必須
となります。一方、方法２ではWITHOUTの経路設定が不要であ
り使いやすいです。

４．丘珠の事例について
上述のとおり、方法１と方法２の比較は様々な視点があります。
また、方法１・方法２と1対1対応にならないため、上記に記載して

いませんが、一般化費用の算出方法も以下のとおり複数ありま
す。
・時間価値を用いて、「費用+時間×時間価値」から設定
・ロジットモデルを用いて「効用値÷費用パラメータ」から設定



項番 現行マニュアル 改定マニュアル案 備考

現行マニュ
アル5.1.1

（1）3）

改定マニュ
アル 第2編
第2部5.1.1 

（1）3）

3） 時間価値の設定方法

a. 旅客の時間価値

需要予測モデルから「選好接近法」5)で内生的に導出される時間価値については、
既存計測事例等に照らしてその妥当性が確認されれば、それを一般化費用の算
出に適用する。但し、「選好接近法」により導出された時間価値の適用に課題があ
る場合は、その理由を明らかにした上で「所得接近法」6)や既存計測事例に基づく
時間価値を適用してもよい。

＜脚注＞

5) 「選好接近法」とは、時間の節約を獲得するのに犠牲にしてもよい金額と節約

時間との関係を、現実の交通行動データから分析し、時間価値として計測しよう
とするものである。需要予測の際に使用したモデルの時間と運賃のパラメータか
ら、この時間価値を求める。

6) ｢所得接近法」とは、節約される時間を所得機会に充当させた場合に獲得され

る所得の増分をもって時間価値とする。この場合の時間価値は、利用者の時間当
たり賃金(実質賃金率＝年間賃金／年間実労働時間)をもって算出される。

3） 時間価値の設定方法

a. 旅客の時間価値

（同左）

＜脚注＞

5) （同左）

6) （同左）

現行マニュアルでは
2つの計測手法（選

好接近法／所得接
近法）に基づく時間
価値が記載されて
いるが、両者の使い
分けの考え方、条件
などが記載されて
おらず、実務担当者
が判断に迷うことが
ある。

改定マニュ
アル 付録9

（記載なし） 付録X. 時間価値の2つの設定方法の使い分け

本マニュアルでは、旅客の時間価値の設定方法として、2つの計測方法（選好接近
法／所得接近法）を掲載している。

《旅客の時間価値の2つの設定方法》

選好接近法：時間の節約を獲得するのに犠牲にしてもよい金額と節約時間との関
係を、現実の交通行動データから分析し、時間価値として計測するもの。需要予測
の際に使用したモデルの時間と運賃のパラメータから、この時間価値を求める。

所得接近法：節約される時間を所得機会に充当させた場合に獲得される所得の
増分をもって時間価値とするもの。この場合の時間価値は、利用者の時間当たり
賃金(実質賃金率＝年間賃金／年間実労働時間)をもって算出される。

《使い分けの考え方》

利用者便益の基本的計測方法として、方法2（需要予測にロジットモデルを用いて
いる場合に、ODペア毎の利用者便益を、複数の経路を1つの単位にまとめて計測
する方法）を適用する場合には、選好接近法を適用していることになる。

利用者便益の基本的計測方法として、方法1（ODペア毎の利用者便益を、当該OD

ペアに存在する各経路に注目し、経路毎に計測する方法）を適用する場合であっ
ても、需要予測モデルから「選好接近法」で内生的に導出される時間価値につい
て、既存計測事例等に照らしてその妥当性が確認されれば、それを一般化費用の
算出に適用してもよい。

2つの計測方法（選

好接近法／所得接
近法）の使い分けの
考え方、条件などを
改めて整理し、付録
への記載を検討す
る。

時間価値の設定方法（p２４）

3

2015モデルの説明資料では、2000～6000円のはず。
→ご指摘の通り「 2000～6000円」であることを確認済み。
https://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kukou/keikaku/juy

ou1.html （P.Ⅱ-9, P.Ⅱ-74）

一方、足枷になるのではないか？
→ご指摘を踏まえて、目安に係る以下の記述は削除済み。

「既存計測事例等に照らして妥当性のある時間価値の目安
は2000円～8000円/時間程度と考えられる。」

https://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kukou/keikaku/juyou1.html
https://www.ysk.nilim.go.jp/kakubu/kukou/keikaku/juyou1.html


項番 現行マニュアル 改定マニュアル案 備考

現行マニュ
アル5.1.1

（1）3）b)

改定マニュ
アル 第2編
第2部5.1.1 

（1）3）b.

b）貨物の時間価値

貨物の時間価値は、航空とトラックの輸送実績、所要時間、費用
（運賃）等を用いて算出することができる。因みに、「平成12年度
貨物地域流動調査」（平成14年3月、国土交通省）、「平成12年度全
国貨物純流動調査」（平成14年3月、国土交通省）に基づき「選好
接近法」を用いて算出した時間価値を参考として以下に示す。

注）国内貨物の輸送実績は、「平成12年度貨物地域流動調査」（平
成14年3月、国土交通省）、所要時間、費用は、「平成12年度全国
貨物純流動調査報告書」（平成14年3月、国土交通省）を用いて、
時間価値を算出したものである。

b) 貨物の時間価値

需要予測モデルから「選好接近法」で内生的に導出される時間価
値については、既存計測事例等に照らしてその妥当性が確認さ
れれば、それを一般化費用の算出に適用する。但し、「選好接近
法」により導出された時間価値の適用に課題がある場合は、その
理由を明らかにした上で既存計測事例に基づく時間価値を適用
してもよい。

その際に用いる既存計測事例のひとつとして、次の数値が参考
になる。この国内貨物の時間価値は、航空とトラックの輸送実績、
所要時間、費用（運賃）等に基づき選好接近法を用いて算出した
ものである。

注）国内貨物の輸送実績は、全国の実績データを対象に「令和5年
度貨物地域流動調査」（令和7年3月、国土交通省）、所要時間は総
合交通分析システム（NITAS）、費用のうち陸上輸送は「港湾整備
事業の費用対効果分析マニュアル 令和6年6月」（国土交通省港湾
局）、航空輸送は「国内貨物運賃算出基準表」（JAL CARGO）、「国
内貨物運賃・料金算出基準表」（ANA CARGO）を用いた。なお、

事業特性に応じて対象地域の発着貨物の実績データに限定して
時間価値を推定することが考えられる。

時間価値の設定方法（p２４）

4

貨物の時間価値

マニュアル記載の時間価値と、
自ら時間価値を推定する方
法の使い方
→旅客の時間価値と書きぶ

りを合わせる形で修正しまし
た。

国内貨物の時間価値

146.7（円／分／トン 2004年度価格）

国内貨物の時間価値

139.5（円／分／トン 2024年度価格）



項番 現行マニュアル 改定マニュアル案 備考

現行マニュ
アル5.1.4

改定マニュ
アル 第2編
第2部5.1.4

5.1.4  定時性の向上・就航率の向上に係る便益

空港整備により、遅延の減少、ダイバートの回避、就航率の向上と
いった効果が期待され、定量的に計測される場合は、「航空保安
システムの費用対効果分析マニュアル」を準用して定時性の向上・
就航率の向上に係る便益を計測する。

5.1.4  定時性の向上・就航率の向上に係る便益

空港整備により、遅延の減少、ダイバートの回避、就航率の向上と
いった効果が期待され、定量的に計測される場合は、「航空保安
システムの費用対効果分析マニュアル 第3編第1部2.便益の計測

方法」を準用して定時性の向上・就航率の向上に係る便益を計測
する。なお、準用する際には本マニュアル記載の便益と重複計上
でないことに留意すること。

航空保安システ
ムの費用対効果
分析マニュアル
を準用する際に、
空港整備マニュ
アルと便益の重
複計上をしない
旨追記。

定時性の向上・就航率の向上に係る便益（p３７）

5



項番 現行マニュアル 改定マニュアル案 備考

現行マニュ
アル5.2.2

（2）

改定マニュ
アル 第2編
第2部5.2.2 

(2)

（2） ターミナルビル会社の供給者便益への対応

ターミナルビル会社は、テナントから賃料等の収入を得てビルの維持管理を行う
とともに空港管理者への地代の支払い、ターミナルビル建設投資額の回収を行っ
ている。従って、ターミナルビル建設投資額とその償還を考慮した場合、ターミナ
ルビル会社に大きな純便益をもたらさないものと考え、その供給者便益を考慮し
なくてもよいと考えることができる。

一方で、ターミナルビル会社のサービス供給形態を営利事業として捉え、ターミナ
ルビル会社の利潤を便益として捉えることもできる。しかし、現在、空港ターミナ
ルビルの立地条件等に鑑み、地代の徴収方法が収益性を十分に反映した方法へ
と移行している。

以上を踏まえて、本マニュアルにおいては、ターミナルビル会社の営業形態等が
ある程度明らかとなり、その超過利潤の発生が予想される場合には、営業利益か
ら資本コスト11)を控除したものを供給者便益として捉えることができるものとす
る。

＜脚注＞

11)資本コストとは、当該資産を空港ターミナルビル会社以外の用に供したときに

得られる営業利益を示すものであり、これを基に空港ターミナルビル会社の地代
を算出するものではない。また、資本コストを算出する際に用いる固定資産に乗
じる利率については、各空港の特性に鑑み、慎重に設定する必要がある。

（2） ターミナルビル会社の供給者便益への対応

（同左）

現行マニュアルでは
「超過利潤の発生が
予想される場合に
は、営業利益から資
本コストを控除した
ものを供給者便益
として捉えることが
できる」と記載され
ているが、具体的な
条件、便益計測手法
の記載がなく、実務
担当者が判断に迷
うことがある。

改定マニュ
アル 付録
10

（記載なし） 付録X.ターミナルビル会社の供給者便益の計測方法

本マニュアルでは、「ターミナルビル会社の営業形態等がある程度明らかとなり、
その超過利潤の発生が予想される場合には、営業利益から資本コストを控除した
ものをwithケースとwithoutケースごとに算出し、両者の差分を供給者便益として
捉えることができる」ものとしている。

《計上可能な条件》

ターミナルビル会社の営業形態等（費目別支出額、費目別収入額等）がある程度
明らかとなり、空港整備事業に起因してwithケース（空港整備有）とwithoutケース
（空港整備無）間で超過利潤の変化が予想される場合

《具体的な便益計測手法》

withケースとwithoutケースの営業利益（収入－支出）から、資本コスト（当該資産

を空港ターミナルビル会社以外の用に供したときに得られる営業利益）を控除し
て算出

ターミナルビル会社の供給者便益＝超過利潤の変化

 ＝営業利益の変化－資本コストの変化

ターミナルビル会社
の供給者便益を計
上可能な条件、具体
的な便益計測手法
を整理し、付録への
記載を検討する。

ターミナルビル会社の供給者便益（p４７）

6

成田の計測事例を積んだ事
例との関係、補足説明
→ 引き続き検討中


	（HP公開用）★第3回委員会資料.pdf
	既定のセクション
	スライド 0: 既存の記載内容を充実させる項目
	スライド 1: 需要予測の実施（p２０）
	スライド 2: 利用者便益の基本的計測方法（p２１）
	スライド 3: 時間価値の設定方法（p２４）
	スライド 4: 時間価値の設定方法（p２４）
	スライド 5: 定時性の向上・就航率の向上に係る便益（p３７）
	スライド 6: ターミナルビル会社の供給者便益（p４７）



